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１．事業者 

 （１）法人名          社会福祉法人 筑水会 

（２）法人所在地        茨城県常総市水海道高野町字石橋６７１－１ 

（３）電話番号         ０２９７－２５－１６１６ 

（４）代表者氏名        今川 武彦 

（５）設立年月         平成１５年７月１日 

 

２．事業所の概要 

 （１）事業所の種類       居宅サービス 短期入所生活介護 

                 平成１６年７月３０日指定 

                 茨城県：０８７１１００２４４ 

 

 （２）事業所の目的       利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立 

                した日常生活を営むことが出来るように支援する 

 ことを目的として、利用者に、日常生活を営むため 

 に必要な居室（個室）及び共用施設等をご利用いただ 

 き、介護予防短期入所生活介護サービスを提供します。 

（３）事業所の名称      指定介護予防短期入所生活介護 筑水苑 

（４）事業所の所在地     茨城県常総市水海道高野町字石橋６７１－１ 

 （５）電話番号        ０２９７－２５－１６１６ 

（６）管理者         施設長   粟野 康弘 

（７）当事業の運営方針    ご利用者が施設において、自立した生活ができるよう、 

 介護度に応じた心身への援助を提供いたします。 

（８）開設年月        平成１６年８月１日 

（９）営業日及び営業時間 

（１０）利用定員      ２０人 

（１１）通常の事業実施地域 

       常総市、坂東市、つくばみらい市、守谷市、つくば市 

   

営業日 年中無休 

受付時間 午前９：００～午後５：３０ 
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３．居室などの概要 

  当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、原則として 

  全室個室ですが、ご利用者の心身の状況や居室の利用状況により居室を移動する 

  場合もあります。 

   

居室・設備の種類 内容 備考 

個室 ２０室（内、和室４室）  

共同生活室 食事・談話等 各ユニットに１室 

浴室 各ユニット内に個浴（１室） １Ｆ特浴室・一般浴室（大） 

医務室 利用者の看護及び施設の保

健衛生 

１Ｆ（１室） 

＊上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護予防短期入所生活介護事業所に 

必置が義務付けられている施設・設備です。 

 

４．職員の配置状況 

  当施設では、ご利用者に対して介護予防短期入所生活介護を提供する職員として 

以下の職種の職員を配置しています。（特養職員と兼務） 

＜主な職員の配置状況＞ ＊職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 特養常勤換算 指定基準 

１．管理者 １ １ 

２．介護職員 ２８以上 １７ 

３．生活相談員 １ １ 

４．看護職員 ３ ２ 

５．介護支援専門員 １ １ 

６．栄養士 １ １ 

７．医師 １ １ 

８．機能訓練指導員 看護職兼務 １ 

＊常勤換算：職員それぞれ週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員 

 の所定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 

 

＜主な職種の勤務体制＞（特養と兼務） 

職種 勤務体制 

１．医師 毎週火・金曜日 

２．介護職員 早番 ・ 日勤 ・ 遅番 ・ 夜勤 

３．看護職員 日勤 

４．機能訓練指導員  
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５．事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

  当事業所が提供するサービスについて、 

   

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者（利用者）にご負担いただく場合 

  があります。 

 （１）介護保険給付対象となるサービス（契約書 第２条参照） 

  以下のサービスについては、原則利用料金のうち各利用者の負担割合に応じた額が

介護保険より給付されます。 

 サービスの種類と概要については次のとおりです。 

 ＜サービスの概要＞ 

  ①特別な食事（治療食） 

・ 当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の心身の状況 

および嗜好を考慮した食事を提供します。（医師からの指示によるもの） 

・ ご利用者の自立支援のため離床して共同生活室にて食事をとっていただくこと

を原則としています。   

 （食事時間） 

 朝食 ７：３０～   昼食 １２：００～   夕食 １８：００～   

  ②入浴 

   ・入浴又は清拭を週２回行います。 

  ③排泄 

   ・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④健康管理 

   ・看護職員が、健康管理を行います。 

 ⑤送迎 

  ・ご自宅までお迎えに上がります。 

    迎え  ９：３０～１１：００ 

    送り １６：００～１７：３０ 

上記のお時間で来苑していただく事で薬の誤飲防止の体制作りを行っております。 

⑥薬（内服、外用）の管理 

看護師が行いますが、誤飲を防止する観点から分包での持ち込みをお願い致します。 

⑦その他自立への支援 

   ・自立支援のため、本人の身体状況に合わせて離床に配慮します。 

   ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

   ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 
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＜サービスの利用料金（１日あたり）＞ （契約書 第６条参照） 

 下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護 

保険給付額を除いた金額（自己負担）と食事に係る標準負担額及び滞在費（個室料）等 

をお支払い下さい。（サービス利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。） 

 要支援１ 要支援２ 

１．介護予防短期入所生活介護費               

（１日分） 

５２９単位 ６５６単位 

５,３８０円 ６,６７２円 

２．うち、介護保険から給付 

される金額 
４，８４３円 ６，００５円 

３．サービス利用に係る自己 

負担額（１割） 
５３７円 ６６７円 

４．サービス提供体制強化 

加算（Ⅲ） 

６単位／日 

６円／１日あたり 

５．食事に係る自己負担額 （一日あたり） 

被保険第１段階 ３００円 

被保険第２段階 ６００円 

被保険第３段階① １，０００円 

被保険第３段階② １，３００円 

被保険第４段階 １，８００円 

６．居住に係る自己負担額 （一日あたり） 

被保険第１段階 ８８０円 

被保険第２段階 ８８０円 

被保険第３段階 １，３７０円 

被保険第４段階 ２，２００円 

合計自己

負担額 

被保険第１段階 １，７２３円 １，８５３円 

被保険第２段階 ２，０２３円 ２，１５３円 

被保険第３段階① ２，９１３円 ３，０４３円 

被保険第３段階② ３，２１３円 ３，３４３円 

被保険第４段階 ４，５４３円 ４，６７３円 

 

＊単位に地域加算「１単位当たりの単価：10.17 円（７級地）」を加えた金額で算定し、表示しています。 

＊別途、介護職員処遇改善加算Ⅰ：所定単位数に 14.0％相当を乗じた単位数が掛かります。 

＊連続した利用が 30日を超えた場合、31日目からは全額自己負担となります。 
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＊レク・クラブ活動費等の材料代等は実費とさせて頂きます 

＊理美容サービス      ２，０００円／１回（実費分） 

＊送迎サービス       片道  １８４円 ・ 往復  ３６８円 

              （事業実施区域外は別途請求になります） 

＊貴重品管理費     ５０円／日（預かり上限金額：10,000 円までとなります。） 

＊家電使用料      ５０円／日＊（1 点につき、頂きます。） 

＊保湿剤費       ３０円／日 

 

  ※利用料金表には、市町村からの介護保険限度額認定の食事及び居住に関する 

   個人負担額が記載されておりません。該当者は、負担限度額の対象になります。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書 第３条参照） 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

①食事代（自己負担分）：特別な食事も含む 

 ご利用者の嗜好に基づいて食事を提供します。   

利用料金：朝食 ５４０円    昼食 ６３０円     夕食 ６３０円 

 食事時間：朝食 ７：３０～   昼食 １２：００～   夕食 １８：００～ 

なお、１，８００円／日（基準費用額）：市町村より介護保険限度額認定を受けた方は 

軽減されます。 

②クラブ活動 

   書道、手芸（材料代等の実費をいただきます。） 

③複写物の交付 

 ご契約者（利用者）は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、 

複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 １枚につき１０円（Ａ４） 

④日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用で、ご契約者（利用者）に負担 

いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

＊おむつ代は介護保険給付対象となっていますので、ご負担の必要はありません。 

  （但し、希望により紙おむつ使用の際には、実費をいただきます。） 

⑤滞在費（個室料） 

ご利用者は入所していただく場合、個室（全室）になります。部屋代として、実費を 

ご負担いただきます。（光熱水費・燃料費、修繕費を含みます。）  

なお、２，２００円／日（基準費用額）：市町村より介護保険限度額認定を受けた方は 

軽減されます。 
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（３）利用料金のお支払方法（契約書 第６条及び第７条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は１ヵ月ごと又は、その都度計算し、ご請求しますので、 

以下のいずれかの方法でお支払いください。 

ア．窓口での支払い 

イ．指定口座への振込み 

＊お支払いは、翌月末までとします。（例）８月分―９月３０日まで 

 

 

６．苦情の受付について（契約書 第２３条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

 当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者）  職種：生活相談員   

  ○受付時間  毎週 月曜日～金曜日まで  （午前 ９：００～午後 ５：３０） 

         

（２）行政機関その他の苦情受付機関 

常総市役所 

福祉部 

介護保険課 指導係 

所在地   茨城県常総市水海道諏訪町３２２２番地３ 

電話番号  ０２９７－２３－２１１１ 

ＦＡＸ ０２９７－２３－２４５０ 

つくばみらい市役所 

保健福祉部 

介護福祉課 

所在地 茨城県つくばみらい市福田１９５番地（伊奈庁舎） 

電話番号  ０２９７－５８－２１１１ 

つくば市役所 

福祉部 

高齢福祉課 

所在地   茨城県つくば市研究学園１丁目１番地１ 

電話番号  ０２９－８８３－１１１１ 

ＦＡＸ   ０２９－８６８－７６４６ 

守谷市役所 

健康福祉部 介護福祉課 

介護保険グループ 

住所    茨城県守谷市大柏９５０番地１ 

電話番号  ０２９７－４５－１１１１ 

ＦＡＸ   ０２９７－４５－６５２７ 

坂東市役所 

保健福祉部 

介護保険課 介護保険係 

住所    茨城県坂東市岩井４３６５番地 

電話番号  ０２９７－２１－２１９３（直通） 

国民健康保険団体連合 

（茨城県市町村会館内） 

所在地   茨城県水戸市笠原町９７８番２６ 

電話番号  ０２９－３０１－１５６７ 

ＦＡＸ   ０２９－３０１－１５８０ 
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茨城県社会福祉協議会 

所在地   茨城県水戸市千波町１９１８ 

電話番号  ０２９－２４１－１１３３ 

ＦＡＸ   ０２９－２４１－１４３４ 

茨城県福祉部 

長寿福祉課 

介護保険指導監査 

所在地   茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

電話番号  ０２９－３０１－３３１３ 

ＦＡＸ   ０２９－３０１－３３４８ 

 

７．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 

１あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２なし 
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令和   年   月   日 

 

介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の 

説明を行いました。 

 

社会福祉法人 筑水会  

指定介護予防短期入所生活介護事業所 筑水苑   印 

 

                  説明者氏名           印 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護予防短期入所生活

介護の提供開始に同意しました。 

 

 

利用者 

住所                       

 

 

氏名                    印 

 

 

 

 

契約者 

住所                        

 

 

氏名                    印 
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施設利用の留意事項 

 （１）持ち込み物に関する特記事項 

   入所時に、持参品としてお願いしたい物の中にご利用者が在宅生活時に 

   （使用していた物） 

  ・補助具（車椅子、シルバーカー、杖等） 

  ・洗顔（洗面）道具 

  ・ポータブルトイレ（使用していた方のみ） 

  ・芳香剤等 

  ・リハビリパンツ、オムツ（使い慣れた物がある場合） 

  ・湯呑み、カップ 

  ・衣類、靴（上履き等） 

  ・その他、必要と認められる物をお願いします。 

  ・家財道具、大きい物に関しては、担当職員もしくは生活相談員に御相談ください。 

 

 

 

（お願い） 

 当苑では、誤嚥防止の為、食べ物類の持ち込みを制限しております。 

 やむを得ず持ち込みをされる方は、担当職員もしくは生活相談員まで御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


